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【
付
託
議
案
の
審
査
結
果
】

　

議
案
10
件
を
付
託
さ
れ
、
慎
重
審

査
の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
可
決
す
べ
き

と
し
ま
し
た
。　 総

務

厚
生
文
教

常
任
委
員
会

常
任
委
員
会

【
付
託
議
案
の
審
査
結
果
】

　

議
案
２
件
を
付
託
さ
れ
、
慎
重
審

査
の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
可
決
す
べ
き

と
し
ま
し
た
。

委
員
会
審
査
報
告 

主
な
議
案
の
審
査
経
過
を
報
告
し
ま
す

　

一
般
職
の
職
員
の
給
与
改
正
の
状
況

に
合
わ
せ
て
、
市
長
及
び
副
市
長
の
給

与
等
に
つ
い
て
改
正
を
行
う
も
の
で

す
。
内
容
に
つ
い
て
は
市
長
及
び
副
市

長
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
年
間

０
・
０
５
月
引
き
上
げ
る
も
の
で
す
。

　

働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関

係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
に
よ
る

民
間
労
働
法
制
の
一
部
改
正
を
踏
ま

え
、
長
時
間
労
働
の
是
正
等
を
図
る
た

め
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

　
　

職
員
の
業
務
の
内
容
、
質
、
量
等

を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
実

情
の
業
務
に
合
わ
せ
た
適
正
な
正
規
職

員
数
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

　
　

特
別
職
に
つ
い
て
は
、
勤
勉
手
当

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で

期
末
手
当
に
相
当
月
数
を
引
き
上
げ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

●
豊
後
大
野
市
特
別
職
の
職
員
で
常
勤

の
も
の
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正

●
豊
後
大
野
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　
　

時
間
外
勤
務
を
抑
制
さ
れ
る
と
な

る
と
、
今
の
人
員
体
制
で
大
丈
夫
な
の

か
。

　
　

市
の
職
員
は
勤
勉
手
当
の
引
き
上

げ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
市
長
、
副
市

長
は
な
ぜ
期
末
手
当
で
の
引
き
上
げ
な

の
か
。

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
８
０
５
万
円
を	

追
加
し
、
総
額
54
億
１
２
９
２
万
６
千

円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出

そ
れ
ぞ
れ
２
５
０
万
４
千
円
を
追
加	

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
65
億
７
０
５
５
万
４
千
円

と
す
る
も
の
で
す
。

　
　

保
険
給
付
費
等
交
付
金
に
つ
い
て

は
、
国
民
健
康
保
険
の
保
険
給
付
に
充

て
ら
れ
る
分
に
つ
い
て
、
県
か
ら
交
付

を
受
け
る
も
の
が
主
な
内
容
に
な
っ
て

い
ま
す
。
従
っ
て
、
本
年
度
の
給
付
の

見
込
み
額
が
昨
年
よ
り
減
額
に
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
数
字
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
　

現
在
残
高
で
５
億
６
８
０
０
万
円

あ
り
ま
す
。

　
　

５
億
円
程
度
で
推
移
し
て
く
れ
れ

ば
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
事
業
計
画
を

策
定
す
る
段
階
で
基
金
の
繰
り
入
れ
を

前
提
に
計
画
し
て
い
ま
す
。
繰
り
入
れ

な
が
ら
、
残
っ
た
も
の
を
準
備
金
に
繰

り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
順
調
に
推
移

し
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

●
令
和
元
年
度
豊
後
大
野
市
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

●
令
和
元
年
度
豊
後
大
野
市
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

　
　

保
険
給
付
費
等
交
付
金
が
減
額
補

正
さ
れ
る
よ
う
だ
が
、
交
付
金
の
総
額

が
例
年
よ
り
少
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
　

補
正
で
介
護
給
付
費
準
備
基
金
繰

入
金
が
減
額
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
の

準
備
基
金
の
残
高
は
ど
の
く
ら
い
あ
る

の
か
。

　
　

基
金
残
高
の
目
安
は
、
ど
の
く
ら

い
を
考
え
て
い
る
の
か
。
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【
付
託
議
案
の
審
査
結
果
】

　

議
案
８
件
を
付
託
さ
れ
、
慎
重
審

査
の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
可
決
す
べ
き

と
し
ま
し
た
。　

12 月定例会（委員会審査報告、人事案件）

産
業
建
設
常
任
委
員
会

　
　

清
掃
等
に
つ
い
て
は
、
市
の
ほ
う

で
お
雇
い
し
て
い
る
方
が
い
つ
も
き
れ

い
に
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
利
用
者

な
ど
に
大
変
好
評
価
を
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
実
績
を
踏

ま
え
た
中
で
、
指
定
管
理
者
に
お
伝
え

は
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　

施
設
の
維
持
管
理
を
外
部
委
託
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
地
元
の
方
の
雇
用
を

優
先
的
に
で
き
な
い
か
。　
　
　
　
　

　

現
在
運
営
し
て
い
る
豊
後
大
野
市
公

共
下
水
道
事
業
に
つ
い
て
は
、
地
方
公

営
企
業
法
の
規
定
の
財
務
規
定
等
を
適

用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
営
、
資
産
等

の
状
況
を
正
確
に
把
握
し
、
経
営
基
盤

の
強
化
や
財
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
向
上

等
に
よ
り
、
的
確
に
取
り
組
む
こ
と
と

し
た
い
の
で
制
定
す
る
も
の
で
す
。

　

豊
後
大
野
市
リ
バ
ー
パ
ー
ク
犬
飼
の

指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
に
つ
き

ま
し
て
、
豊
後
大
野
市
公
の
施
設
の
指

定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る

条
例
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
市

に
所
在
地
が
あ
り
ま
す
、Ｇ
ｏ
ａ
ｐ（
ゴ

ー
ア
ッ
プ
）
株
式
会
社
を
指
定
管
理
候

補
者
と
し
て
選
定
す
る
も
の
で
す
。

　

支
所
水
道
施
設
維
持
管
理
業
務
の
債

務
負
担
行
為
限
度
額
２
８
０
０
万
円
を

設
定
す
る
も
の
で
す
。
今
回
の
債
務
負

担
行
為
の
設
定
は
、
令
和
２
年
４
月
１

日
よ
り
支
所
の
水
道
施
設
の
維
持
管
理

業
務
を
民
間
に
外
部
委
託
す
る
た
め
の

も
の
で
す
。

　
　

１
者
の
業
者
に
委
託
し
、
市
内
に

事
務
所
を
設
置
し
て
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
の
よ
う
な
形
に
し
て
、
漏
水
等
が

あ
れ
ば
連
絡
先
が
支
所
か
ら
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
に
な
る
と
い
う
体
制
を
考
え

て
い
ま
す
。

　
　

全
部
適
用
は
、
財
務
、
会
計
方
式

が
企
業
会
計
方
式
と
な
り
ま
す
。
公
営

企
業
の
組
織
経
営
は
一
般
行
政
組
織
か

ら
切
り
離
さ
れ
、
独
立
し
た
組
織
と
な

り
ま
す
。

　

一
部
適
用
に
つ
い
て
は
、
会
計
方
式

は
企
業
会
計
方
式
と
な
り
ま
す
が
、
組

織
体
制
は
地
方
公
営
企
業
の
長
、
つ
ま

り
市
長
が
業
務
を
執
行
し
、
職
員
の
身

分
は
地
方
公
務
員
法
が
適
用
さ
れ
ま

す
。

　
　

職
員
は
３
名
体
制
で
、
敷
地
内
の

清
掃
等
は
委
託
を
考
え
て
い
る
と
の
こ

と
で
す
。

●
豊
後
大
野
市
下
水
道
事
業
の
設
置
等

に
関
す
る
条
例
の
制
定

●
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に

つ
い
て

●
令
和
元
年
度
豊
後
大
野
市
上
水
道
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　
　

委
託
す
る
業
者
は
１
者
に
な
る
の

か
。

　
　

地
方
公
営
企
業
法
の
全
部
適
用
と

一
部
適
用
の
違
い
は
。　
　

　
　

指
定
管
理
に
な
れ
ば
常
勤
職
員
は

何
名
に
な
る
の
か
。　
　


